
2020 年 6 月 24 日 

 

長崎県五島市沖の促進区域について 

再エネ海域利用法に基づき公募占用指針を定めました 

（公募の開始） 

 

経済産業省及び国土交通省は、再エネ海域利用法に基づく海洋再生可能エネ

ルギー発電設備整備促進区域である長崎県五島市沖について、公募占用指針を

定めましたので、これを公示し、公募を開始します。 

 

1．経緯 

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律

（再エネ海域利用法）に基づき、昨年 12 月 27 日に、長崎県五島市沖を海洋再生可

能エネルギー発電設備整備促進区域に指定しました。再エネ海域利用法上、促進区

域を指定したときは、海洋再生可能エネルギー発電事業を行うべき者を公募により選

定するために、公募占用指針を定めることとされています。 

 

今般、再エネ海域利用法に基づき、調達価格等算定委員会、関係都道府県知事及

び学識経験者（総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会再生

可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会洋上風力促進ワーキン

ググループ 交通政策審議会港湾分科会環境部会洋上風力促進小委員会 合同会

議）への意見聴取を行った上で、 

長崎県五島市沖の促進区域について、公募占用指針を定めましたので、これを公示

し、当該区域において洋上風力発電事業を行うべき者を選定するための公募を開始

します。 

 

2．概要 

＜公募占用指針の掲載箇所＞ 

 資源エネルギー庁 HP 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/yojo_furyok

u/index.html 

 国土交通省 HP 

https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_tk6_000056.html 

 

＜公募占用計画の受付期限＞ 

受付の開始 ： 2020 年 6 月 24 日（水曜日） 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/yojo_furyoku/index.html
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/yojo_furyoku/index.html
https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_tk6_000056.html


 

受付締め切り： 2020 年 12 月 24 日（木曜日） 17 時 00 分 

 

3．その他 

パブリックコメントにて頂いたご意見に対する回答については、 

e-Gov(https://search.e-

gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTLIST&Mode=2#) 

にて公表しております。 
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